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名  称 ： 第 5回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム 

 

目  的 ： 高等教育機関で学ぶ聴覚障害学生への支援については、近年多くの大学が聴

覚障害学生の受講する授業に対してノートテイカーを配置するなどの体制

作りを進めている。日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク

（PEPNet-Japan）では、こうした大学のうち特に聴覚障害学生への支援体制

が充実し、積極的な取り組みを行ってきている大学・機関と共同で、聴覚障

害学生支援に関するノウハウを積み重ね、先駆的な事例の開拓を行ってきた。

本シンポジウムでは、こうした PEPNet-Japan の活動成果をより多くの大

学・機関に対して発信するとともに、全国の大学における支援実践に関する

情報を交換することで、今後の支援体制発展に寄与することを目的とする。 

 

期  日 ： 2009 年 11 月 3 日（祝・火）10:00～17:00 

 

会  場 ： 学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋 2丁目 1番 2号） 

 

主  催 ： 日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan） 

国立大学法人 筑波技術大学 

 

協  力 ： 関東聴覚障害学生サポートセンター 

 

後  援 ： 文部科学省 

       独立行政法人 日本学生支援機構 

 

大 会 長： 村上芳則（筑波技術大学 学長） 

実行委員長： 及川力（筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター長） 

実行委員 ： 柴正彦・石原保志・小林正幸・長南浩人・三好茂樹・河野純大・白澤麻弓・ 

中島亜紀子・萩原彩子・磯田恭子・蓮池通子・石野麻衣子（筑波技術大学） 

金澤貴之（群馬大学）・甲斐更紗（鹿児島大学） 

倉谷慶子・吉川あゆみ・山本 篤・ 

長野留美子（関東聴覚障害学生サポートセンター） 

  

開催要項 
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第 5 回シンポジウムの 
開催にあたって 

国立大学法人 筑波技術大学大学長 

 村上 芳則 

本学は 22 年前に「目や耳からの情報の取得に制限のある学生が、バリアのない教育環境で思

う存分勉強し、持っている能力を開花させ、より良い社会自立をしてほしい」という多くの人々の願

いの中で設立されました。以来、約 1300 名の卒業生を社会に送り出すなど、社会参画・貢献でき

る人材の育成に多くの成果を上げています。 

 本年４月には４年制大学として再出発した筑波技術大学に第４期生が入学しました。19 年半前、

３年制の短期大学として第１期生を受け入れ、50 名の学生でスタートした本学は、今年度初めて

約 360 名の学生が在籍することになり、新たな１ページを開きました。今年度末には、いよいよ４

年制の第１期生を社会に送り出します。 

 さらに、本学は『多様な教育の需要』に応えるために、第１期生の卒業に合わせて「大学院」の

22 年４月学生受け入れ開始のほか、学生からの要望の多い「教職課程」の開設、短期大学時代

の卒業生等のための「編入学」や「学び直し」の受け入れ、そして研修生、留学生、特に韓国、中

国からの「留学生」の受け入れを推進するための体制、制度の整備に取り組んでいます。 

 近年、多くの聴覚や視覚に障害のある学生が大学に進学し、一般大学においても様々な教育

環境の改善や情報保障への努力がなされるようになりました。それと同時に、障害のある学生が

高等教育の場、各専門教育の場でどのような情報保障が必要なのかを、実際に教育に携わって

いる先生方に理解され、教育方法を工夫されるようになってきました。 

 このような状況の中で、本学の「障害者高等教育研究支援センター」の重要な機能の一つに他

大学支援があります。開学以来、本学の教育・研究活動の経験及び成果を広く提供するととも

に、他大学等における障害者の高等教育の環境改善に関して支援を行ってきました。将来的に

は、全国共同利用・共同研究拠点の機能を付加し、研究の活性化、支援機能の充実を図るととも

に、この支援センターが担う大学院の専攻を設置し、障害者への教育方法や情報保障方法・機器

についての専門家を育成したいと考えています。 

  本学は、ご周知のように「日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）」の中

で、独立行政法人日本学生支援機構と手を携え、障害学生の支援活動を行ってきました。同時

に、アメリカ、中国、韓国、ロシアなどに設立された障害者のための大学等と連携協定を結び、そ

の中で指導的な役割を果たしています。 

  聴覚、視覚障害者のみを対象とする本学が大学院を有する大学として、86 の国立大学法人の

中の一つとして位置づくこと、また「PEPNet-Japan」が全国規模で機能することは、我が国の障害

者の高等教育の在り方、障害のある人々のより良い社会自立の実現に大きな影響を与えること

でしょう。その中で、「第５回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」が開催されますこと

は、大変意義深いことであり、参加された皆様にとって有意義な１日となりますことを心から祈念し

ます。 
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第 5回シンポジウムの開催にあたって 

独立行政法人日本学生支援機構 学生生活部特別支援課長 

荒木 昌美 

 

本日ここに、第５回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウムが開催されますことを心より

お慶び申し上げます。また、昨年同様、本機構において後援できることをうれしく思います。 

 

 日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）は、事務局のある筑波技術大学

をはじめとする全国の大学・機関の協力により運営され、「聴覚障害に関する基礎知識」、「支援

体制の構築」あるいは「ノートテイク・パソコンテイクの解説」など、高等教育機関において聴覚障

害学生を支援していくために必要な様々なノウハウ等を提供しておられます。こうした活動により、

聴覚に障害のある学生に対する支援の取組が飛躍的に進み、多くの大学等において障害学生支

援に対する意識・関心の向上、課題の解決が図られていることに対し、心から敬意を表します。 

 

 さて、高等教育における障害学生支援を巡る関心は政治的にも大きく高まってきております。平

成１９年１２月２５日に内閣総理大臣を本部長とする障害者施策推進本部が決定しました「重点施

策実施５ヵ年計画」では、『独立行政法人日本学生支援機構が行う「障害学生修学支援ネットワー

ク」（全国の大学や関連機関がネットワークを作り、障害学生修学支援制度の整備を目指す。）等

の事業を推進することにより、障害のある学生が学びやすい環境をつくる。』と明記されました。本

機構としましても、この社会要請に応えるべく、より充実した質の高い支援が各大学等で実施され

るよう、毎年行なっている実態調査等により、現場のニーズを踏まえ、「教職員のための障害学生

修学支援ガイド」の作成や「教職員研修プログラム」の開発、研修の実施など、更なる障害学生修

学支援事業の充実に努めて参りたいと考えておりますので、今後とも皆様方のご理解・ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 なお、本機構での取組については、本機構ホームページにおいて、すべて公表しておりますの

で、ご活用いただければ幸いです。 

 

 障害のある学生に対する支援を進めて行くためには、関係者がより一層連携し、取組を進めて

いくことが極めて重要であります。 

 日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）におかれましては、聴覚に障害

のある学生がより充実した学生生活を送るため、今後とも様々な取組を通じて、聴覚障害学生支

援体制の確立および全国的な支援ネットワークの形成を進められますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

   

 最後に、本日ご出席の皆様が、本日のシンポジウムにおいて実りある成果を持ち帰られ、各大

学における実践に活かされることを期待申し上げますとともに、日本聴覚障害学生高等教育支援

ネットワークの益々のご発展を心より祈念いたします。 
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《第１部》10:00～12:00  分科会 

（会議室 201～203、中会議場 1、中会議場 2、特別会議室 101～103） 

 
 
■分科会１「基礎講座－１からわかる聴覚障害学生支援入門－」 

    司 会： 山本 篤氏 （関東聴覚障害学生サポートセンター） 

ミニレクチャー： 太田琢磨氏（愛媛大学 バリアフリー推進室） 

及川麻衣子氏（宮城教育大学 しょうがい学生支援室） 

         後藤吉彦氏（フェリス女学院大学 バリアフリー推進室） 

 アドバイザー： 新國三千代氏（札幌学院大学 人文学部こども発達学科） 

松﨑 丈氏（宮城教育大学 特別支援教育講座） 

藤井克美氏（日本福祉大学 障害学生支援センター） 
 

■分科会２「教職員に対する障害学生支援の理解向上のために」 

    司 会： 青野 透氏 （金沢大学 大学教育開発・支援センター） 

         倉谷慶子氏（関東聴覚障害学生サポートセンター） 

話題提供： 藤島省太氏（宮城教育大学 特別支援教育講座） 

小林直人氏（愛媛大学 教育・学生支援機構 教育企画室） 

青野 透氏 （金沢大学 大学教育開発・支援センター） 

   情報提供： 倉谷慶子氏（関東聴覚障害学生サポートセンター） 
  

■分科会３「コーディネーターの専門性と身分保障」 

    司 会： 金澤貴之氏 （群馬大学 教育学部障害児教育講座） 

情報提供： 大椿裕子氏（関西学院大学 教務部キャンパス自立支援課） 

         新津晶子氏（群馬大学 学務部学生支援課 障害学生支援室） 

清水里奈氏（早稲田大学 障がい学生支援室） 

コメンテーター： 山下恒生氏（大阪教育合同労働組合） 

 

■分科会４「支援学生のスキルアップ－聴覚障害学生のニーズに応えるために－」 

    司 会： 甲斐更紗氏 （鹿児島大学 教育学部付属教育実践総合センター） 

話題提供： 児玉英之氏（慶應義塾大学 環境情報学部） 

窪田祥子氏（筑波大学 人間総合科学研究科） 

事例紹介： 辻井美帆氏（立命館大学 産業社会学部） 

山田洸平氏（札幌学院大学 人文学部） 

瀬戸今日子氏（Team ACS 事務局） 

 

プログラム 
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《ランチセッション》 12:00～14:00（２階ロビー） 

聴覚障害学生支援に関する実践事例コンテスト 

 聴覚障害学生支援に関する機器展示 

 

 

《第２部》 14：00～17:00  全体会（一橋記念講堂） 

 14:00～14:15  開会式 

14:15～16:15  パネルディスカッション 

「聴覚障害学生の主体性を引き出す環境作り 

－社会生活・就労を見据えたエンパワメント－」 

     司 会： 白澤麻弓氏 （筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター） 

パネリスト： 長野留美子氏（関東聴覚障害学生サポートセンター） 

山本幹雄氏（広島大学 アクセシビリティセンター） 

平尾智隆氏（愛媛大学 教育・学生支援機構） 

石原保志氏（筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター） 

16:15～16:30  休憩 

16:30～16:50  聴覚障害学生支援に関する実践事例コンテスト結果発表 

 16:50～17:00  閉会式 
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分科会 
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【分科会１】 

    

     

     

     

 

①聴覚障害についての正しい理解 

②聴覚障害学生に対する様々な情報保障手段を知る 

③支援体制作りに必要な基本項目 

 

企画趣旨 

近年、全国各地の大学において聴覚障害学生の入学が増加している。それに伴って支援

室などを設置する大学が増えてきているのは大変喜ばしい事である。 

しかしながら、聴覚障害についてどれだけ理解できているか、という事になると一抹の不安

が残る。支援すると決めたは良いが、障害の特性が分からず、どうしたら良いか右往左往し

ている所が多いのではないだろうか。 

障害がどういうものか理解できていなければ、適切な支援を行う事はできない。聴覚障害

の特性と情報保障手段とは、密接な関係がある。特性によっては、適している支援方法もま

た変わってくるからである。 

本分科会では、まずミニレクチャーで聴覚障害の特性や聴覚障害学生へのさまざまな情報

保障手段についての基本を理解し、さらにはその支援体制作りに必要な事は何かを学んで

いただき、後半の Q&A コーナーでは障害の特性に応じた支援方法や支援体制の作り方につ

いて意見交換・共有を行う事で、新たな支援の方針を見出す契機としたい。グループ形式に

したのは、より深く活発な質疑応答を期待したためである。 

 

※ ランチセッション会場にて、「聴覚障害学生支援に関する機器展示」を行っております。 

  聴覚障害について専門の担当者がご説明いたします。こちらもあわせてご覧下さい。 

「基礎講座～１からわかる聴覚障害学生支援入門～」 

司会：山本 篤氏（関東聴覚障害学生サポートセンター） 

 

ミニレクチャー： 

「聴覚障害について」 

太田琢磨氏（愛媛大学 バリアフリー推進室） 

    「様々な情報保障手段」 

及川麻衣子氏（宮城教育大学 しょうがい学生支援室） 

    「支援体制づくり」 

後藤吉彦氏（フェリス女学院大学 バリアフリー推進室） 

   アドバイザー： 

新國三千代氏（札幌学院大学 人文学部こども発達学科） 

松﨑 丈氏（宮城教育大学 特別支援教育講座） 

藤井克美氏（日本福祉大学 障害学生支援センター） 

討論の柱 
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ミニレクチャー「聴覚障害について」 

愛媛大学 バリアフリー推進室 太田琢磨氏 

1 聞こえるって何？ 

2 オージオグラムの見方 

 

 オージオグラムはデシベル（ｄB）とヘルツ（Hz）の二つで構成される 

 ○が右耳の聴力を示し、×が左耳の気道聴力を示す 

 通常表示されているのは補聴器をつけていないときの情報である。 
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3 聴覚障害の種類 

 伝音性難聴 

 感音性難聴 

 混合性難聴 

4 聴くプロセスの違いを理解する 
聴覚障害学生と聞こえる学生の聴くというプロセスの違い 

健常者 聴覚障害者 

①   
②   
③   

 

①   
②   
③   
④   
⑤   

 聴覚障害学生の聴くプロセスの特徴とは 

 これまでの経験・知識・体験を基に、聞き落としているということを認識する 

 聞こえない聞こえにくいということが分からない学生たち 

5 聴覚障害者のコミュニケーションの特色 

 様々なスタイルのコミュニケーション方法が存在する理由 

6 聴覚障害を理解する 

 見えない障害 

 補聴器・人工内耳を使っている≠聞こえる 

 話せる＝聞こえるではない 
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ミニレクチャー「様々な情報保障手段」 

宮城教育大学 しょうがい学生支援室 及川麻衣子氏 
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ミニレクチャー「支援体制づくり」 

フェリス女学院大学 バリアフリー推進室 後藤吉彦氏 
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【分科会２】 

     

     

     

 

①聴覚障害学生支援に関する FD の実施方法・実践例とはどのようなものか 
②FD 等大学で実施する研修プログラム作成におけるポイントとはどのようなものか 

③FD 等で活用できるさまざまな教材やコンテンツとはどのようなものか 

 

企画趣旨 

 ファカルティ・ディベロップメント（大学教員の教育能力を高めるための実践）（以下 FD）を各

大学が組織的に実施することが義務づけられたことを受け、さまざまな取り組みがなされるよ

うになっている。障害学生が在籍する大学の増加にともない、障害学生支援に特化した取り

組みを行い、学内での障害に対する理解や啓発を進めている事例も多く聞かれるようになっ

ている。しかし、障害学生に対する支援の必要性について理解できたものの、具体的にどう

いった内容をどういった方法で全学的な理解や啓発、浸透を行なえば良いのか、手探りで進

めているというのが現状であろう。 

聴覚障害学生への支援においては、聴覚障害学生の受け入れが決まった後の支援体制

の整備に伴う学生のノートテイカーの養成や障害学生支援業務を担当する教職員の配置な

どの環境整備だけでなく、全学的な障害に対する理解・啓発とともに、講義における情報保障

支援に対する授業担当教員の理解・協力が必要不可欠となる。 

本分科会では、前半は聴覚障害学生支援に関する理解啓発の取り組みについての事例

報告ならびに、FD 研修等のプログラム立案の考え方やさまざまな実施形式(方法)などについ

ての具体例の話題提供、さらには FD を実施する際に活用できるネットワークや幾つかの事

例等についての紹介を行う。これらを通して、教職員の聴覚障害に対する理解向上を図る FD

研修を実施する上で必要となる考え方、方略について考える。 

後半は、聴覚障害学生支援に関する FD 研修を実施する際に活用可能な、聴覚障害に対

する理解、情報保障の理解、学内の支援体制の充実、等に繋がる教材を紹介し、参加者と

共に実際に体験することで、体験を含む形での FD 研修のプログラム案のイメージを構築した

い。また、各大学での課題やその対応方法などを参加者との情報交換を通して整理し、具体

的な方策についても議論する。 

「教職員に対する障害学生支援の理解向上のために」 

司会：青野 透氏（金沢大学 大学教育開発・支援センター） 

倉谷慶子氏（関東聴覚障害学生サポートセンター） 

 

話題提供： 「宮城教育大学における取組について」 

藤島省太氏（宮城教育大学 特別支援教育講座）  

「聴覚障がい学生支援のための FD～愛媛大学の事例から～」 

小林直人氏（愛媛大学 教育・学生支援機構 教育企画室） 

「教員のための授業情報保障から始まる授業方法改善研究」 

青野 透氏（金沢大学 大学教育開発・支援センター） 

   情報提供：情報提供「プログラムに活用できる教材の紹介」 

          倉谷慶子氏（関東聴覚障害学生サポートセンター） 

討論の柱 
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参考： 

 日本学生支援機構の調査報告(1)によると、全国の大学・短期大学・高等専門学校 1218 校の

うち、59%にあたる 719 校には障害学生が在籍しており、そのうちの 400 校には聴覚障害学生

が在籍しているという。 

(1)「平成 20 年度（2008 年度）大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の

修学支援に関する実態調査結果報告書」独立行政法人 日本学生支援機構、平成 21 年 9

月http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/chosa0801.html 
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話題提供「宮城教育大学における取組について」 

宮城教育大学 特別支援教育講座 藤島省太氏 
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→拡大図 P 21 
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スライド 17 拡大図 
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話題提供「聴覚障がい学生支援のための FD～愛媛大学の事例から～」 

愛媛大学 教育・学生支援機構 教育企画室 小林直人氏 
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話題提供「教員のための授業情報保障から始まる授業方法改善研究」 

金沢大学 大学教育開発・支援センター 青野 透氏 

全ての高等教育機関（大学、短期大学、および高等専門学校、以下「大学等」）は、

大学設置基準等により、教育内容等の改善、すなわち「授業の内容及び方法の改善を図

るための組織的な研修及び研究を実施する」こと（ＦＤ）を、義務づけられている。そ

して、教育基本法第9条により「絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなけ

ればならない」個々の教員は、大学等が組織として実施するＦＤを、同条が規定してい

る「研修の充実」の機会として活用し、授業内容・方法の改善について研究し、実践す

ることになる。 

 大学等の授業の方法は、「講義、演習、実験、実習若しくは実技」と規定されている

が、いずれにおいても、教員・学生間の情報のやりとりから始まる。基本的には、教員

が学生に授業内容を伝え、学生に問いかけ、その理解を確かめるという過程をたどる。

したがって、授業の改善とは、内容そのものの改善と同時に、授業内容の伝え方、授業

内容理解に関する確認方法の改善を意味する。ほとんどの大学等で実施されている「学

生による授業評価」にもこうした改善課題を見つけるための項目が必ず含まれる。例え

ば、「教員の声ははっきりと聞き取れましたか」「板書は分かりやすかったですか」「プ

ロジェクター等は必要に応じ活用されていましたか」そして最後に「この授業の内容説

明は分かりやすかったですか」という具合である。これらについて受講生から一定程度

肯定的な評価を受ける授業であって初めて、単位認定における「客観性及び厳格性を確

保する」（大学設置基準等）前提条件を満たすことになる。授業内容がどれほど優れて

いても、それが学生にきちんと伝わらなかったり、理解不可能であれば、そもそも大学

等の授業として適切さを欠くことになるのである。 

具体的に授業の場面を思い浮かべよう。まず、教員が口頭で説明しながら、黒板に書

き、プロジェクターで投影し、プリントを配付する。文字や映像と音声による授業であ

る。 

さて、ここで、聴覚に障害のある受講生がいる場合には、次の理由により、教員は授

業にある工夫を加える必要が生じる。 

聴覚障害学生は、文字や映像は視覚情報として受信できるが、音声情報は聴き取れな

い。また、黒板やスクリーン上の文字・映像情報の多くも、そもそも単独でそこに示さ

れているものではなく、教員の音声による説明が主となり、あるいは従となって、つま

り音声情報と一対のものとして、授業内容を構成する。配付プリントの内容も、教員に

よる何らかの説明があって初めて理解可能な文字情報となる。聴覚障害学生は、授業内

容を理解するためには、どうしても、音声情報を手話によりあるいはノートテイクによ

り、視覚情報として受け取る必要があるのである。 

 このように考えると、授業情報保障は、「教員が行う授業に対する支援」という性格

を持つことに気づかされる。つまり、教室の一番後ろの学生に声を届けるためにマイク

が用意されているのと同様、授業遂行に不可欠の手段として手話やノートテイクがある。

手話通訳者やノートテイカーは、手話ができない教員にとって、みずからの職務遂行を

助けてくれる、本来の意味での授業補助者（ティーチング アシスタント）に他ならな

い。 

 ノートテイクは、聴覚障害学生を周囲の学生が支援する、あるいは聴覚障害学生本人
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が友人に依頼するところから始まった。学生による学生支援という意味合いが強かった。

望ましきボランティアスピリットの発露である。だが今や、大学等が制度として授業情

報保障をするという時代になっている。すなわち、本年９月に発表された日本学生支援

機構による『平成20年度 大学、短期大学及び高等学校における障害のある学生の修学

支援に関する実態調査結果報告書』によれば、授業に関する支援（例：ノートテイク、

手話通訳、点訳・墨訳など）を行っている大学等の数は543校（前年度485校）に昇る。

何らかの支援を希望し、そして実際に大学等が支援を行っている聴覚・言語障害学生が

1人以上いる学校数は293校であり、そのうちの実に290校でノートテイク等の授業情報

保障が行われ、その約8割で謝金の支払いを行っている。 

教室において授業内容の情報としての受け取りが何らかの障害により十全にできな

い学生に対しては、大学等の責任として、受け取れるように授業方法を改善する必要が

ある。だからこそ、ノートテイクの一定の質を保つための養成講座の開催であり、学外

からの手話通訳者の雇用なのである。国立大学には障害学生学習支援等経費が、私立大

学等には私立大学等経常費補助金特別補助として、国からの財政援助も制度化されてお

り、大学等としての授業情報保障の責任は、このようにノートテイク制度を整えること

に始まる。同時に、個々の教員に対して、授業情報保障についての具体的な方針を示し

たり、聴覚障害理解をテーマにした研修会を開催することになる。 

授業をするのは個々の教員である。例えば、板書等の文字情報を増やす、ノートテイ

カーが聴き取りやすい＝書き取りやすい説明をする、事前に授業プリントをノートテイ

カーに渡す、授業後ノートテイク内容を確認する等の努力が各教員に求められる。授業

方法改善の主体はあくまでも1人1人の教員であり、これの努力があって初めて、大学が

用意するノートテイク制度等も所期の目的を果たすことになる。 

授業内容にどんなに自信のある教員であっても、また、これまでは学生を惹き付け、

学習への動機付けを高め、教育効果が十分にある授業をしてきたと自負している教員で

あったとしても、聴覚障害学生が受講することになる授業は、必ず、従前の授業方法の

見直しを行わねばならないのである。他のＦＤは不要としても、このＦＤだけは新たな

授業方法として実践すること求められることになる。 

加えて、教員からの授業内容を受け取るにあたり支援を必要としている学生は、今や、

聴覚障害学生だけではない。上述の日本学生支援機構の調査結果で、例えばノートテイ

クは、視覚障害の学生に対して20校（前年度11校）、肢体不自由35校（23校）、病弱・

虚弱1校、発達障害5校（2校）で実施されている。授業情報保障は、多様な障害に適応

したものとして普及しつつある。授業内容の受け取り方において多様な受講生がいるこ

とを前提にした授業展開が必要な所以である。 

さて、こうした授業情報保障が実質的に行われ、聴覚障害学生が授業内容を理解する

という結果に結びつけば、授業情報保障は学習支援として位置づけられ、評価されるこ

とになる。だが、そうした目的を達成するためには、授業情報保障は新たに登場する課

題をクリアーする必要が出てくることを、忘れてはならない。 

 授業情報保障は従来、「聴覚障害のある学生に対する情報保障（聴覚障害ゆえに獲得

することが困難な音声情報を理解できるように伝えること。）」（内閣府『障害白書 平

成20年版』）などの定義に見られるように、学生が教員からの情報を得ることに主眼が

置かれてきた。だが、この定義の言葉を借りれば「理解する」ためには、「分からない

ときに、何が分からないかを問う」ことが当然に必要な作業となるはずである。聴覚障

害学生の授業内容理解のため授業情報保障は、そこまで求められるのである。 
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聴覚障害学生の多くは、言語にも障害があり、他の学生と同様、質問をすることがで

きるよう、発信の手段保障も準備する必要がある。つまり、授業情報保障とは、情報受

容保障と同時に、授業情報発信保障でなくてはならないのである。 

専門職大学院設置基準は、（授業の方法等） と題する第8条に「その目的を達成し得

る実践的な教育を行うよう・・・双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応

答その他の適切な方法により授業を行う」ことを規定しているが、これに象徴されるよ

うに、大学等の授業において、学生参加型の授業が求められる。初中等教育とは異なり、

大学等では独立した学習（研究）主体として学生を位置づけ、授業においても学生が受

け身ではなく、積極的に自らの考察を発展させ、積極的に自らの意見を発表することを

予定している。授業情報保障はこうして、情報発信主体として学生を成長させるために、

機能するという新たな機能を求められている。 

この事情は、従来、大学の授業が「何を教えたいのか」という教員の「目的」をもと

に作られ、いかにそれを学生に伝えるか、つまり「教授」のみが重視されてきたことの

反省ともいえる。大事なのは、教員が何をどう教えるかではなく、学生が何をどう身に

つけたのかである。学生に対する授業を中心として学習する過程の保障とそれによる成

果獲得こそが、ＦＤの正否を左右するものである。 

『学士課程教育の構築に向けて（答申）』（平成２０年１２月２４日中央教育審議会）

は、「各専攻分野を通じて培う「学士力」－学士課程共通の「学習成果」に関する参考

指針－」を示した。そこでは、「知的活動でも職業生活や社会生活でも必要な技能」の

最初に、「コミュニケーション・スキル」が掲げられた。コミュニケーション能力は、

卒業時に期待される能力の重要な要素をなす。それは、これまで大学の「教授」中心の

授業では、教室では、あまり意識されることはなかった。 

その大学で、その学部・学科で学ぶことによって、学生がどのような知識、スキル、

能力、態度を身につけるようになるのか、目標を明示する。それを学生が習得できるよ

うに授業内容を整え、授業方法を工夫する。かりに、その成果が獲得できていなければ、

授業内容・方法を修正するのは当然のことである。 大学教育全体の有りようが、授業

情報保障を必須条件とするものになってきたわけである。 

全ての大学等における授業情報保障の制度化を通じて、教員が安心して授業に臨めるよ

うになり、その質の向上によって、聴覚障害学生が不安無く、どの大学等の授業も選択

できるようになる。このような環境にあって初めて、聴覚障害学生は十全にその能力を

学習に、研究に発揮できる。その意味で、授業情報保障を核とするＦＤ実施の意義は、

極めて大きいのである。 
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情報提供「プログラムに活用できる教材の紹介」 

関東聴覚障害学生サポートセンター 倉谷慶子氏 

 

聴覚障害学生支援の理解のために活用頂きたいプログラムや教材を紹介します。 

 

聴覚障害理解のために 

＜映像教材の作成＞ 

期待できる効果：授業中の聴覚障害学生の様子を体験することができる 

方法：授業の様子をビデオカメラで撮影し、音声を消して再生する 

「板書しているから」「視覚資料を用意しているから」と、情報保障に理解が得られな

いことがあります。情報保障が付いていない授業の状況を再現する教材作成・活用方法

を紹介します。 

＜ノイズ体験＞ 

期待できる効果：補聴器装用時の聴覚障害疑似体験や、コミュニケーションの困難さの

体験ができる 

方法：マルチトーカーノイズやホワイトノイズをヘッドホンで聞き、周囲の音を聞き取

りにくくする。 

ノートテイクの利用者体験としても活用できます。 

（ノートテイク利用者体験ノイズの入手方法については、PEPNet-Japan 事務局までお

問い合わせ下さい） 

＜聴覚障害学生とのコミュニケーション体験＞ 

期待できる効果：コミュニケーション上の注意点が分かる 

方法：聴覚障害学生と会話をする（口話・筆談・チャットの活用など） 

伝えたかったポイントが漏れていたり、「伝わったと思っていたけれども実際は伝わっ

ていなかった」など、正確に情報が伝えられていないことが体験できるでしょう。ノー

トテイクや手話通訳など、情報保障者が立ち会った状態で行なうと、誤った情報につい

てきちんと確認することができます。聴覚障害学生が参加できないときなどには、参加

者同士で筆談だけで自己紹介や情報交換をしてみましょう。書いて伝える困難さ、もど

かしさを体験しながらも、目の前で伝わっていくことを実感することもできます。 

また、聴覚障害理解啓発のために開発された体験型ゲーム「モコゲーム」という教材も

あります。（問い合わせ先：NPO モコクラブ http://blog.canpan.info/moco/） 

 

教職員への情報保障理解のために 

＜ノートテイク体験＞ 

期待できる効果：支援学生の困難さを体験できる。伝えられる情報量について実感でき

る。 

方法：紙とペンを持ち、ノートテイクをしてもらう 

ノートテイクで伝えられる情報量や、講義内容理解の困難さ、事前資料の必要性につい

て実感することができるでしょう。また、前述のノイズ体験を併用し、１人が聴覚障害
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学生体験、もう１人がノートテイカー体験をすることで、双方の困難さを体験できるで

しょう。記述できる文字量により、「情報保障の責任は教員にある」ことを理解して頂

くことも目的に含まれます。 

＜パソコンノートテイク体験＞ 

期待できる効果：支援学生の困難さを体験できる。パソコンノートテイクのタイムラグ

について実感できる。 

方法：連係入力によるパソコンノートテイクをおこなう。字幕表示画面を見ながら、話

をしてもらう。 

読み上げ文章を用意する時には、指示語の多用や学生に質問を投げかける、数式を板書

せずに読み上げるなど、支援学生が対応に困ってしまう文章にするとより困難さを体験

してもらえるでしょう。また、話をする教職員に字幕表示を見てもらい、「自分の発話

が文字になって出てくるまでに要する時間」を実感してもらうことも有効です。 

＜ログの確認＞ 

期待できる効果：聴覚障害学生支援について教員に理解してもらう 

方法：情報保障後のノートテイク用紙やパソコンノートテイクのログを担当教員と聴覚

障害学生とで一緒に確認する 

情報保障者が入力を誤っている箇所や、授業中分からなかった部分を改めて確認するこ

とができます。担当教員と聴覚障害学生のコミュニケーションのきっかけにもなります。 

＜DVD 教材の活用＞ 

期待できる効果：聴覚障害学生支援の必要性や、聴覚障害理解に繋が

る 

方法：DVD シリーズ「Access!聴覚障害学生支援② 小さな「気づき」

で変わる授業、変わる大学」（PEPNet-Japan 作成）の活用 

本 DVD では、大学教員を対象として、授業においてどのような点に注

意をすれば聴覚障害学生に伝わる授業になるのかを解説するとともに、支援の教育的位

置づけや支援による教育効果についても触れています。難聴シミュレ

まれていますので、講演会スタイルの研修等でご活用ください。 

 

支援体制構築のために 

＜モデル事例を探す＞ 

期待できる効果：それぞれの大学にあった支援体制について検討できる 

方法：「資料集合冊 聴覚障害学生支援システムができるまで」 

（PEPNet-Japan 作成）の活用 

支援体制構築に当たっての現状と課題、そして支援システム構築のため

の準備と克服すべき障壁についてまとめるとともに、国内１４大学の支

援体制の事例を紹介しています。各大学の状況に合わせた支援体制構築

の参考として下さい。 

＜映像教材の活用＞ 

期待できる効果：支援体制構築の流れについて知る 

方法：DVD シリーズ「Access!聴覚障害学生支援① 「学び」を支える

大学づくり」（PEPNet-Japan 作成）の活用 

聴覚障害学生を初めて受け入れる大学はどのような準備を進めれば良

ーション音声も含
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いのか、支援体制構築の流れや支援の実際をわかりやすく解説しています。

PEPNet-Japan 連携大学・機関の同志社大学と広島大学の支援を例に、大学独自の取り

組みについても紹介しています。 

 

＜支援ガイドの活用＞ 

期待できる効果：聴覚障害学生支援についての疑問を解消できる 

方法：「トピック別聴覚障害学生支援ガイド －PEPNet-Japan 

TipSheet 集」（PEPNet-Japan 作成）の活用 

聴覚障害学生支援についての情報をトピックごとに簡潔に纏まってい

ます。「聴覚障害とは？」「コーディネート業務とは？」「教員がすべき

配慮とは？」など、繰り返し挙げられている疑問への回答や、学内向

けマニュアル作成時などにご活用下さい。 

＜他障害への対応＞ 

方法：「日本学生支援機構 障害学生修学支援情報」の活用 

全国の高等教育機関における障害学生修学支援に関する最新情報や、各障害に対応した

支援メニューの紹介などがされています。 

http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/index.html 

 

 

＊PEPNet-Japan 作成の教材は無償配布しております。PEPNet-Japan 事務局までお気軽

にお問い合わせください。
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【分科会 3】 

 

 

 

①コーディネーターに求められる「専門性」とは？ 

②専門性を発揮するために必要な身分保障（職場環境、労働条件）とは？ 

 

 

 

企画趣旨 

聴覚障害学生支援の体制整備が進む中、障害学生支援室を立ち上げ、支援のためのコ

ーディネーターを職員として採用する大学が増えつつある。コーディネーターの配置により、

確かに支援の質は向上している反面、聴覚障害のある学生の支援のために「身を粉にして」

働くことが暗黙のうちに求められ、身体的、精神的にも大きな負荷をかけている現状があるこ

とも否定できない。 

しかしながら、これまでの聴覚障害学生支援に関する議論のほとんどは、「聴覚障害学生

に対する支援」そのものに目が向けられており、支援を提供する側のコーディネーターの身分

保障に目が向けられることがなかった。とはいえ、聴覚障害学生支援の質を向上させるため

には、専門的なスキルを発揮できるコーディネーターが必要であり、そしてそのコーディネータ

ーが専門性を発揮できる職場環境が求められるのは当然のことといえよう。 

そこで今回は、「コーディネーターに求められる専門性」について、その専門性を発揮できる

ために必要な身分保障との関連の中で議論を深めていくこととしたい。 

 

 

「コーディネーターの専門性と身分保障」 

     

司会：金澤貴之氏（群馬大学 教育学部障害児教育講座） 

 

情報提供：「コーディネーターの専門性と身分保障」 

大椿裕子氏（関西学院大学 教務部キャンパス自立支援課） 

「専門性をいかすための身分保障」 

新津晶子氏（群馬大学 学務部学生支援課 障害学生支援室） 

「コーディネーターの身分保障と専門性」 

 清水里奈氏（早稲田大学 障がい学生支援室） 

 

        コメンテーター：山下恒生氏（大阪教育合同労働組合 副執行委員長） 

 

討論の柱 
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話題提供「コーディネーターの専門性と身分保障」 

関西学院大学 教務部キャンパス自立支援課 コーディネーター 大椿裕子氏 
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→拡大図 P35 
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スライド 10 拡大図 
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話題提供「専門性をいかすための身分保障」 

群馬大学 学務部学生支援課 障害学生支援室 専門支援者 新津晶子氏 

１、 はじめに 

 本学では、障害のある学生がその年齢及び能力並びに障害の種別及び程度に応じた十

分な教育が受けられるよう全学的に支援するため、平成17年6月10日付で「群馬大学障

害学生修学支援実施要項」を制定いたしました。本要項は、視覚障害，聴覚障害及び肢

体不自由等の障害のある学生に対して、点訳者、手話通訳者等の専門支援者や介助者等

による人的な支援や、点字用画面表示装置や拡大読書機などの物的な支援を行うよう支

援の基準が設けられています。 

本要項制定に先駆け、本学の教育学部では平成 16 年度より聴覚障害学生に対する修

学支援のために、手話通訳者をパート職員として雇用し手話通訳を希望する学生が受講

する全ての授業に対して支援を行ってきました。その後、聴覚障害学生の在籍が 3名に

増えたことを機に、「障害学生支援室」が設立され、現在は聴覚障害学生のニーズに応

じたノートテイク・パソコンテイクも行っています。 

昨年度までは学部ごとに障害学生支援職員を雇用しておりましたが、現在、障害学生

支援の全学化を検討している最中であり、今年度はそういった状況から、障害学生支援

室職員は全学的な対応をしております。 

 

２、 群馬大学障害学生支援室の特色 

（１） 手話通訳による情報保障 

手話通訳者が専従職員として常駐することにより、講義通訳だけでなく、就職ガ

イダンスなどの行事の参加や、教職員への突発的な相談などにも対応できる支援体

制が可能になっています。また、同じ学生の関連した専門分野の講義を連続的に担

当することで、よりニーズに応えた通訳が可能になっています。 

一方、通訳者の雇用は「通訳者の選択が不可能」、「閉鎖的な通訳環境になりがち」

といったマイナス面も生じてきます。それらの問題については、外部の団体との情

報交換を行いながら問題解決に努めています。 

 

（２） 障害学生支援担当の専門教員との連携 

本学には、障害学生支援を担当とする専門教員がおり、そのアドバイスをもと

に障害学生支援室が実際の対応にあたるという面が多々あります。入学前、学期中

の定期的な聴覚障害学生との面談や、支援方法の決定、カウンセリングなどを専門

教員と連携をしながら行うことで、幅広い支援のあり方を見出すことが可能になっ

ています。 

しかしながら、我々は事務系の部局に所属している以上、直属の上司の判断に

も従わなくてはなりません。2名の上司の意見が異なることも多々あり、難しさも

感じています。 

 

（３） 情報保障業務とコーディネーター業務の兼務 

本学では、『専門技術を持つ職員が優先的に情報保障にあたる』という原則のも

と、障害学生支援室職員がコーディネーター業務だけではなく、情報保障業務（手
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話通訳・ノートテイク・パソコンテイク）も行っております。このことで、聴覚障

害学生や学生テイカー、教職員とも密接な関わりが可能になっています。 

しかし、兼務することで、職員は過重労働となる、利用学生が要望をあげづら

い、また、客観的に見ることができずに問題点を見過ごす可能性があるといった面

もあります。 

 

３、 専門性を活かすための身分保障 

 現在、本学には障害学生が全部で 8名在籍しており、障害学生支援室が支援を行って

いる学生はそのうちの聴覚障害学生７名になります（１名の肢体不自由の学生に関して

は、派遣会社への委託で対応）。平成 21 年 4 月時点での障害学生支援室の体制は、専門

支援者 4 名（うち 1 名は荒牧キャンパス常駐）、事務補佐員 1名（桐生キャンパス常駐）

の計 5名体制で支援を行ってきました。これまで『専門技術を持つ職員が優先的に情報

保障にあたる』といった原則のもとでの勤務をしてまいりましたが、今年度からの、全

学的な対応による支援室利用学生の増加もあり、４名の専門支援者で６０コマにも及ぶ

聴覚障害学生の履修講義へ対応することには限界を感じました。また、現在までの原則

にあった、『連続しない 1 日 2 コマの情報保障業務』を週 4 日～5 日続けることは精神

面身体面ともに過度な負担となりました。そして、4 名の専門支援者のうち、3 名がそ

れぞれ頸肩腕障害・ＶＤＴ症候群・手根幹症候群を発症しました。それに加え、5月末

に事務補佐員の異動が決定し、「我々はこのまま働き続けるのだろうか」そんな不安を

抱えておりました。 

 

  （１）過重労働への対応 

事務補佐員の異動をうけ、それまで事務補佐員が行っていた業務を、さらに専門

支援者 4 名で負担をするのか、それをも新たな事務補佐員を雇用するのかという決

断を迫られました。その時我々は、新たな人員を補充せずに、『４名の専門支援者

がそれぞれの勤務時間を増やすことで、より専門性のある業務を目指す』方法を選

択しました。  

このことは、それぞれの業務負担を増やしかねないことにもつながりましたが、

業務内容の見直しを行うことによって、業務を軽減することができるのではないか

と感じたうえでの決断でした。そして、『専門性を必要とする業務』とはなにか、

そこに焦点をあてながら業務の見直しを行い個々の業務負担を軽減することで、専

門性の向上、ひいては身分保障にもつながったと感じています。 
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① 超過勤務の削減 

急な話であったこともあり、6月中は 4月当初の勤務体制のままではありました

が、7月以降契約内容の変更に伴い、勤務時間の変化がありました。 

 

●6 月以前の勤務体制： 

・専門支援者 4名 

（うち 1 名は荒牧常駐、残り 3 名は桐生・荒牧両キャンパスでの勤務） 

・事務補佐員 1名（桐生常駐） 

・週 4日 30 時間勤務 

 

 

 

 

●7 月以降の勤務体制： 

・専門支援者 4名（4名ともに桐生・荒牧両キャンパスでの勤務） 

・週 5日 34 時間勤務 

 

 

 

② 業務内容の分担 

今まではそれぞれの専門支援

者が満遍なく行っていた業務の

分担を行いました。このことで、業務内容を軽減するとともに、それぞれがより

専門性を活かした業務に就けるようになりました。 

 

ア）情報保障業務の分担 

●6月以前： 

・専門技術を持つ職員が優先的に情報保障に当たる。 

・手話通訳・ノートテイク・パソコンテイクいずれも専門支援者が対応する 

・連続しない 1日 2 コマの授業に情報保障に入る。 

 

 

 

●7月以降： 

・手話通訳による情報保障は専門支援者が行い、ノートテイク・パソコンテイ

クに関しては学生テイカーで対応する。 

・専門支援者は急な依頼や、対応が困難な授業など必要に応じてノートテイ

ク・パソコンテイクにあたる。 

※連続しない 1日 2 コマの授業に情報保障に入るという原則は撤廃 

 

イ）コーディネーター業務の分担 

 ●6月以前：全ての業務をそれぞれの専門支援者が満遍なく従事 

 4 月 5 月 6 月

時間外

労働 

35 時

間

14 時

間 

13

時間

（表 1：職員 Aの 6 月以前の超過勤務）

 7 月 8 月 9 月 

時間外労働 6.5 時間 2 時間 2 時間

（表 2：職員 Aの 7 月以降の超過勤務）
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 業務内容の分担により、それぞれが余裕を持ちながら仕事に従事することが可能にな

りました。 

さらに、今までは、やりたいと思いながらできずにいた「ログの検討」、「各種手引きの

作成」にも取り掛かることが可能になりました。ただ単に、業務を切り分けるのではな

く、各担当者同士で連携する体制を整えることが重要であると感じています。業務内容

が整理・軽減されたことにより、精神面身体面の負担が軽減され、各々が抱えていた症

状も回復に向かっています。 

 また、業務内容が軽減されたことで平成 16 年の設立当初に行っていた、反省会の時

間を設けることが可能になりました。この反省会は、利用学生同席で行っています。利

用学生のニーズを汲み取りながら行うことで、よりその学生のニーズにあった通訳が可

能になるとともに、卒業後の通訳利用の仕方を見出すきっかけになると考えています。 

 

４、 今後の動き 

（１） 特殊検診の実施 

今回の職員 3 名の体調不良を鑑みて、定期的な健康診断の必要性を感じました。

障害学生支援業務は、情報保障業務・コーディネーター業務ともに厚生労働省があ

げている「上肢等に負担のかかる作業」に含まれております。我々職員の健康だけ

ではなく、学生テイカーの健康を預かる立場として、今後健康診断の実施を要求し

ていきたいと思います。 

 

（２） 学生のエンパワーメント 

現在、支援室を利用している聴覚障害学生とともに、学生による情報保障に関す

るボランティア団体の設立を計画しています。今後は、ポスターの作成、ビラの配

布、講習会の企画・運営など様々なところで、学生と連携を行っていく予定です。

“学生を最も動かすことができるのは学生”なのではないでしょうか。そんな学生

の『力』を活かすのも我々の『専門性』なのだと思います。利用学生にとって、自

発的に情報保障を得る経験は、卒業後の大きな力になるはずです。大学 4 年間が受

身で終わるのではなく、自らの可能性を信じられる 4 年間になるような、そんな関

わりを行えればと考えています。 

 

以上 
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話題提供「コーディネーターの身分保障と専門性」 

早稲田大学 障がい学生支援室 コーディネーター 清水里奈氏 
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【分科会４】 

 

①聴覚障害学生のニーズに応えるために必要なスキルアップとは何か。 

②全国でどのようなスキルアップの取り組みが行われているのか。 

 

企画趣旨 

聴覚障害学生の高等教育機関への進学が一般的な現状となり、聴覚障害学生の学びを支える

ためのノートテイクは、紙とペンさえあればできるという手軽さから、多くの大学で導入されるように

なってきた。また、パソコンノートテイクも、徐々に広がりをみせている。これらが情報保障手段とし

て定着し、聴覚障害学生が情報をきちんとキャッチして学ぶことができる環境が整いつつある中で、

支援学生・聴覚障害学生から「もっと上手にノートテイクができるようになりたい、ノートテイクのス

キルをアップさせたい（支援学生の声）」「もっと、分かりやすく書いてもらいたい、先生の話だけで

はなく周りの様子も伝えてほしい（聴覚障害学生の声）」などの要望が増加している。スキルアップ

は、技術の向上のみならず、やりがいを感じ、支援のモチベーションを保つ上でも非常に重要な要

素である。しかし、スキルアップの重要性は認識していながらも、どのように行えばよいのかわか

らないという問題があり、専門家を呼ばないとスキルアップは難しいのでないか、時間もお金もか

かるのではないか、というイメージが先行し、実施に踏み込めない大学や支援学生が少なからず

存在する。 

本分科会では、児玉氏、窪田氏に聴覚障害学生の立場から聴覚障害学生のニーズを報告しても

らい、スキルアップに際し必要なことは何かを考える。次に、実際にスキルアップを行っている支援

学生の立場である、立命館大学の辻井氏、札幌学院大学の山田氏から、それぞれ自分の大学で

の取り組みを報告してもらう。そして、大学で情報保障者養成に携わる瀬戸氏による、ニーズに合

わせた教材の活用についてのレクチャーを行い、実際に参加者で教材を体験する。これらを通して、

聴覚障害学生・支援学生が「明日からできる」と思えるスキルアップを参加者と共に考えたい。 

「支援学生のスキルアップ 

 ～聴覚障害学生のニーズに応えるために～」 
     

司会：甲斐更紗氏（鹿児島大学 教育学部附属教育実践総合センター） 

 

話題提供：「聴覚障害学生と支援学生」 

児玉英之氏（慶應義塾大学 環境情報学部 4 年） 

「聴覚障害学生の求めること-筑波大学のノートテイク実例から-」 

窪田祥子氏（筑波大学 人間総合科学研究科博士課程） 

事例紹介：「聴覚障害学生、支援学生の両サイドからみたスキルアップ 

-学生コーディネーターの立場で気づいたこと-」 

辻井美帆氏（立命館大学 産業社会学部 4 年） 

「先輩・聴覚障がい学生の個別指導によるスキルアップ」 

山田洸平氏（札幌学院大学 人文学部 4 年） 

「聴覚障害学生のニーズに合わせた教材の活用 

-支援学生のスキルアップのために-」 

瀬戸今日子氏（Team ACS 事務局） 

討論の柱 
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話題提供「聴覚障害学生と支援学生」 

慶應義塾大学 環境情報学部 4年 児玉英之氏 
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話題提供「聴覚障害学生の求めること-筑波大学のノートテイク実例から-」 

筑波大学 人間総合科学研究科（博士課程） 窪田祥子氏 
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事例紹介「聴覚障害学生、支援学生の両サイドからみたスキルアップ 

-学生コーディネーターの立場で気づいたこと-」 

立命館大学 産業社会学部 4年 辻井美帆氏 
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事例紹介「先輩・聴覚障がい学生の個別指導によるスキルアップ」 

札幌学院大学 人文学部 4年 山田洸平氏 

 

→拡大図 P 52 
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スライド 2 拡大図
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事例紹介「聴覚障害学生のニーズに合わせた教材の活用 

-支援学生のスキルアップのために-」 

Team ACS 事務局 瀬戸今日子氏 
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